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令和８年２月 10日  

                              医 務 課 

新たな地域医療構想について 

 

Ⅰ 現行の地域医療構想について 

地域医療構想については、医療法が改正され、平成 27年度から、医療計画の一部とし

て位置付けられ、本県においては、平成 29年度に策定した。 

現行の地域医療構想においては、いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる 2025年の医療

需要を踏まえた病床数の必要量を定めた上で、病床機能報告、地域医療構想調整会議にお

ける協議等を通じて、病床の機能分化・連携の取組が進められてきた。 

地域医療構想の全国的な評価は、病床機能報告上の病床数について、2015年から 2024

年にかけて、125.1万床から 117.8万床になり進捗が認められた。 

本県においても、14,058床から 11,749床になり、機能別の病床数をみると、急性期と

慢性期が減少し、回復期が増加するなど取組の成果が認められた。 

 

Ⅱ 新たな地域医療構想について 

（１）基本的な考え方  

85歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進む 2040年頃を見据え、現行の地域医療構

想の評価と課題等も踏まえ、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介

護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資するよう、新たな地域

医療構想を策定・推進する。 

 

（２）新たな地域医療構想の位置付け 

新たな地域医療構想は、医療計画の上位概念として位置付け、医療計画については、そ

の実行計画として、医療提供体制の確保に向けた取組について中長期的な需要等を踏まえ

て計画的に進める。 

 

（３）新たな地域医療構想の主な内容 

① 病床機能（見直し） 

これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性期患者への医療提 

供機能 ｣を追加し、 ｢包括期機能 ｣として位置づけ 
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② 医療機関機能報告（新規） 

医療機関から県に対して医療機関機能（※）を報告する仕組みの創設 

※構想区域ごとに確保すべき医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅 

医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能）、広域的な観点で確保すべき医 

療機能 

③ 構想区域・協議の場 

必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で協議議題に応じ 

関係者が 参画し効率的･実効的に協議 

 

（４）国･都道府県･市町村の役割 

①国 ガイドラインの策定、データ提供、研修等の支援等の実施 

②県 データ分析、地域医療構想調整会議等での議論の調整、調整会議で調った 

事項の実施に努める 

③市町村 地域医療構想調整会議への参画 

※新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象に追 

加される中で、在宅医療・介護連携推進事業を実施し、介護保険事業を運営して 

いる市町村の役割が重要 

 

（５）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け 

精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする（令和９年度以降） 

 

Ⅲ 地域医療構想の今後の進め方について 

 

（１）国の考え方 

①2025（令和７）年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドライン 

を検討･ 作成 

都道府県において、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、 

②2026（令和８）年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検 

討･策定 

③2027（令和９）年度から 2028（令和 10）年度までに医療機関機能に着目した地域 

の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行う。 
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このため、現行の地域医療構想の取組について、2026（令和８）年度も継続することと

し、新たな地域医療構想については、2027（令和９）年度から順次取組を開始する 

 

（２）県の対応（令和８年度の進め方） 

・県では、上記考え方を踏まえながら、令和８年度は医療圏ごとに地域医療推進対策協

議会各疾病事業部会の開催、地域医療構想調整会議を開催し、疾病ごとの区域の点

検、疾病ごとの医療提供体制の方向性について協議を進め、「地域の医療提供体制全

体（入院医療、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等）の将来ビジョン・

方向性」の構築を目指す。 

・必要病床数については、国が示す算定式を基に算出する。この結果を十分に踏まえ、

協議を進めていく。 

 

Ⅳ 令和８年度のスケジュール（案） 

Ｒ８．４～８ 各圏域部会の実施 

       ・疾病・事業・在宅医療ごとの区域の点検の協議 

       ・疾病・事業・在宅医療ごとの医療提供体制の方向性の協議  

 

 Ｒ８．９～10 第１回地域医療構想調整会議 

        ・構想区域の見直しに係る協議 

         ・圏域ごとの医療提供体制の方向性 

        ・必要病床数の推計 

 

Ｒ８．12   第１回医療審議会及び医療対策協議会及び地域医療構想部会実施 

        ・地域の医療提供体制全体の将来ビジョン・方向性 

・必要病床数の推計 

         の素案提示 

 

Ｒ９．１～２ パブリックコメント実施 

 

Ｒ９．２～３ 第２回地域医療構想調整会議 

       ・パブリックコメントの報告 

 

Ｒ９．３頃  第２回医療審議会及び医療対策協議会及び地域医療構想部会実施 

        ・地域の医療提供体制全体の将来ビジョン・方向性 

・必要病床数の推計 

 の諮問・答申 
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Ⅴ 策定に係る組織（案） 

ワーキンググループ（ＷＧ）等を設置、あるいは、既存の会議を活用・連携しなが

ら、具体的な検討を行い、医療審議会及び医療対策協議会での協議、医療審議会の諮

問・答申を経て、施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県医療審議会 

新川地域医療構想調整会議 

（新川医療圏） 

がん部会、心血管疾患部会、在宅医療部会、新川圏域地域リハビリテーション連絡

協議会（脳卒中）、糖尿病地域ケア体制検討会（糖尿病）、精神医療保健福祉関係者

連絡会議（精神疾患）、新川地域災害医療連携会議・新川地域新型インフルエンザ対

策会議（災害医療・新興感染症）、周産期地域連携ネットワーク会議（周産期医

療）、新川医療圏小児急患センター運営協議会（小児医療） 

 

（４医療圏 部会等） 

（富山医療圏） 

がん・在宅医療部会、精神疾患部会、周産期・小児医療部会、心血管疾患部会、 

脳卒中部会、糖尿病部会、災害医療部会 

（高岡医療圏） 

在宅医療・がん部会、脳卒中・心血管疾患・救急医療部会、管内糖尿病重症予防関

係者連絡会、高岡圏域精神保健福祉推進連絡協議会、周産期医療・小児医療部会、

高岡医療圏災害医療連携会議 

（砺波医療圏） 

がん・在宅医療部会、心血管疾患部会会地域、リハビリテーション連絡協議会（脳

卒中）、糖尿病対策推進強化事業連絡会議（糖尿病）、管内精神医療保健福祉機関長

等連絡会議（精神）、管内産科・小児科連絡会（周産期、小児）、 

砺波地域災害医療連携会議（救急、災害） 

 

（４医療圏 調整会議） 

富山地域医療構想調整会議 

高岡地域医療構想調整会議 

砺波地域医療構想調整会議 


